
 

＜開発事業に係る申請書類（規則第１８条関係）＞ 

 

○･･･必要な図書 

△･･･物件により必要な図書 

▲･･･中高層建築物 

提出部数･･･正本、正本の写し各一部 
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そ
の
他 開発指導課必要図書 

△管理規約等 

△管理者表示板の仕様 

△葬祭場等建築に係る 

周辺環境配慮計画書 

△説明会議事録 

街づくり 

計画部 

◎開発指導課 
 低層棟２階 

０４（２９９８）９３７９ 

〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇 △ △ 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 △ △ 〇 〇 △ 
正本及び正本の写し 
（計２部） 

ファイルとじ込み 

 

＜審査・協議用図書一覧＞ 

○･･･必要な図書 

△･･･物件により必要な図書 

▲･･･中高層建築物 

■･･･分譲の共同住宅 

◎･･･協議結果とりまとめ課 
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※別途各課必要図書 

市民部 

◎防犯交通安全課 低層棟１階 
０４（２９９８）９１４０ 

〇 〇   〇   〇         〇  
※駐車施設の整備に関す

る基準に係る算出書 

地域づくり推進課 高層棟５階 

０４（２９９８）９０８３ 
〇 〇      〇            

環境クリーン部 

◎資源循環推進課 高層棟５階 
０４（２９９８）９１４６ 

〇 〇   〇               

 環境対策課 高層棟５階 
０４（２９９８）９２３０ 

〇 〇 〇 〇 〇 △ △ 〇 〇   〇      〇  

 生活環境課 高層棟５階 
０４（２９９８）９３７０ 

〇 〇                  

 みどり自然課 高層棟５階 
０４（２９９８）９３７３ 

〇 〇   〇   〇     〇 〇     
※緑化計画書 

 平面図は１階のみ 

収集管理事務所 
収集管理事務所 

０４（２９４６）５３５３ 
〇 〇   △   ▲ ▲       △   

※ごみ集積所設置・移転に

関する現地調査依頼書 

建設部 

◎建設総務課 低層棟２階 
０４（２９９８）９１７１ 

〇 〇 〇 〇 〇 △ △            
※道水路境界確定図又は境

界確定証明書 

 道路建設課 低層棟２階 
０４（２９９８）９１７２ 

〇 〇 〇 〇 〇 △ △            
※都市計画道路が重なる場

合、添付図書に計画線明示 

 道路維持課 低層棟２階 
０４（２９９８）９１６８ 

〇 〇   〇 △ △            
※道路縦横断図(道路の帰

属が発生する場合) 

 公園課 高層棟７階 
０４（２９９８）９１９６ 

△ △   △   △           
※公園整備に関する計画書 

（公園の帰属が発生する場合） 

 河川課 高層棟７階 
０４（２９９８）９３７５ 

〇 〇  〇 〇 △ △ ▲  ▲  〇       ※雨水抑制協議書 

街づくり計画部 

都市計画課 
(準工業地域の中高層建

築物の建築に限る。) 

高層棟５階 

０４（２９９８）９１９２ 
▲ ▲   ▲   ▲ ▲ ▲          

住宅政策課 高層棟５階 

０４（２９９８）９２１６ 
■ ■   ■   ■ ■ ■       ■  

※新築マンション管理事項

届出書、管理規約等の案、

長期修繕計画の案 

上下水道局 

下水道維持課 上下水道局庁舎２階 
０４（２９２１）１０２２ 

〇 〇 〇 〇 〇 △ △ 〇 〇 ▲ 〇 〇        

 下水道整備課 上下水道局庁舎３階 
０４（２９２１）１０２３ 

〇 〇  〇 〇 △ △     〇        

窓口サービス課 水道担当 
上下水道局庁舎１階 

０４（２９２１）１０８６ 
〇 〇 〇 〇 〇 △ △ 〇 〇 ▲ 〇 〇        

◎窓口サービス課 排水設備担当 上下水道局庁舎１階 
０４（２９２１）１０８６ 

〇 〇 〇 〇 〇 △ △ 〇 〇 ▲ 〇 〇        

教育委員会 

市立埋蔵文化財調査センター 市立埋蔵文化財調査センター 
０４（２９４７）００１２ 

〇 〇                  

◎学校教育課 高層棟６階 
０４（２９９８）９２３８ 

〇 〇                  

埼玉西部消防局 

※手続１の場合は不要 

消防管理課 

(◎開発指導課) 

所沢中央消防署 
０４（２９２９）９１２４ 
所沢東消防署 

０４（２９９８）１１９１ 

〇 〇   〇 △ △ 〇 ▲ ▲     △     

合  計（最大枚数） 21 21 6 8 17 10 10 13 8 7 3 6 １ １ １ １ 2 １ 各課分ホチキス止め等  
(ファイルとじ込み不要) 

 

 ＜手続区分表＞ 

開 発 事 業 区 域 面 積 手 続 区 分 
＜協議先＞ 

手続１…街づくり計画部、市民部、環境クリーン部、建設部、上下水道局、

教育委員会、〔※危機管理室、福祉部（高齢者支援課、障害福祉課、

介護保険課）〕 
 

手続２…街づくり計画部、市民部、環境クリーン部、建設部、上下水道局、

教育委員会、埼玉西部消防局〔所沢中央消防署（消防管理課）又は

所沢東消防署（消防管理課）〕、〔※危機管理室、福祉部（高齢者

支援課、障害福祉課、介護保険課）〕 
 

手続３…大規模開発事業（協議先は手続２と同様） 

※ 開発事業の種別により危機管理室、高齢者支援課、障害福祉課、介護保

険課との協議が必要となります。協議が必要なときは、それぞれの所管

より連絡します。 

 
 手続１ 

 

 建築物の最高の高さ１５ｍ以上 

 地上５階以上            いずれかの場合 

 建築物の延べ面積６，０００㎡以上 

手続２ 

 ２,０００㎡以上 手続２ 

ア 開発事業区域の面積が 10,000 ㎡以上 

イ 100 戸以上の共同住宅又は延べ面積が 10,000 ㎡以上の建築物の建築 
手続３ 

 

  ２,０００㎡未満 


